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令和２年「高年齢者の雇用状況」集計結果 

～66歳以上の高年齢者の雇用の場が広がる～ 
 

◇ 「66歳以上働ける制度のある企業」 

        ⇒39.0％（対前年3.3ポイント増）   （全国平均33.4％） 

◇ 「70歳以上働ける制度のある企業」 

        ⇒36.2％（対前年3.4ポイント増）  （全国平均31.5％） 

◇ ｢定年制廃止企業｣ 

        ⇒ 3.9％（対前年0.6ポイント増）  （全国平均2.7％） 

◇ 「65歳までの高年齢者雇用確保措置のある企業」 

        ⇒99.9％（対前年同）          （全国平均99.9%） 

◇ ｢65歳以上の常用労働者数｣

        ⇒15,307人（対前年11.1％増）    （全国：対前年比7.7％増） 

 
青森労働局（局長 請

うけ

園
ぞの

 清人
き よ と

）では、このほど、高年齢者を65歳まで雇用するための「高年

齢者雇用確保措置」の実施状況などを集計した、令和２年「高年齢者の雇用状況」（６月1日現

在）を取りまとめましたので、公表します。 

 

高年齢者が年齢にかかわりなく働き続けることができる生涯現役社会の実現に向け、「高年齢

者等の雇用の安定等に関する法律」では65歳までの安定した雇用を確保するため、企業に「定

年制の廃止」や「定年の引上げ」、「継続雇用制度の導入」のいずれかの措置（高年齢者雇用確

保措置）を講じるよう義務付け、毎年６月１日現在の高年齢者の雇用状況の報告を求めていま

す。 

今回の集計結果は、この雇用状況を報告した従業員31人以上の県内企業1,767社の状況を

まとめたものです。 

 

今後とも、働く意欲と豊富な経験や知識を持つ高年齢者が生涯現役で働くことが出来る社会

の実現に向けて、青森労働局・ハローワークでは、66歳以上の雇用の推進を図り、また、７０歳ま

での就業機会の確保について企業に一定の措置を講ずることを努力義務とする「改正高年齢者

雇用安定法（令和３年４月１日施行）」の円滑な施行に向けて、企業に対する意識啓発、機運の

醸成に取り組んでいきます。 

なお、集計結果の主なポイントは次ページ以降をご参照ください。 

令和3年1月12日 

【照会先】 

 青森労働局 職業安定部 職業対策課 

課     長   神田 康幸  

高齢者対策担当官   花田 喜義 

（代表電話）017-721-2003 

（Ｆ Ａ Ｘ）017-773-5372 
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【集計結果の主なポイント】※［ ］は対前年差 
 

 

Ⅰ 66歳以上働ける企業の状況 （16ページ表６） 

① 66歳以上働ける制度のある企業の状況 

66歳以上働ける制度のある企業は689社［70社増加］、割合39.0％［3.3ポイント増加］ 

 中小企業では646社［63社増加］、39.1％［3.0ポイント増加］ 

 大企業では43社［7社増加］、38.1％［7.3ポイント増加］ 

 

② 70歳以上働ける制度のある企業の状況 （16ページ表７） 

70歳以上働ける制度のある企業は640社［72社増加］、割合36.2％［3.4ポイント増加］ 

 中小企業では600社［65社増加］、36.3％［3.2ポイント増加］ 

 大企業では40社［7社増加］、35.4％［7.2ポイント増加］ 

 

③ 定年制廃止企業の状況（13ページ表３－１） 

定年制の廃止企業は69社［11社増加］、割合は3.9％［0.6ポイント増加］ 

 中小企業では68社［10社増加］、4.1％［0.5ポイント増加］ 

 大企業では1社［1社増加］、0.9％［0.9ポイント増加］ 

 

 Ⅱ 65歳までの高年齢者雇用確保措置のある企業の状況 

① 高年齢者雇用確保措置の実施状況 （12ページ表１） 

65歳までの雇用確保措置のある企業は計1,765社、99.9％［対前年同］ 

 

② 65歳定年企業の状況 (15ページ表５） 

65歳定年企業は441社［24社増加］、25.0％［0.9ポイント増加］ 

 中小企業では424社［25社増加］、25.6％［0.9ポイント増加］ 

 大企業では17社[１社減少]、15.0%[0.4ポイント減少] 

 

Ⅲ 65歳以上の常用労働者数（19ページ表9） 

・15,307人［1,529人増加］、[11.1％増加] 

うち51人以上の企業12,653人［1,135人増加］、[9.9％増加] 

 

 

 詳細は、次ページ以下をご参照ください。 

 

＜集計対象＞ 

○ 青森県の常時雇用する労働者が31人以上の企業1,767社 

 

中小企業（31～300人規模）：1,654社 

（うち31～50人規模：707社、51～300人規模：947社) 

大企業 （301人以上規模）： 113社 
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高年齢者雇用確保措置の実施状況

１ 高年齢者雇用確保措置の実施状況 
 (1) 全体の状況 （12ページ表１） 

高年齢者雇用確保措置（以下「雇用確保措置」という。（注））の実施済企業は1,765社、

99.9％、51人以上規模の企業で1,060社、100.0％ 

雇用確保措置が未実施である企業は2社、0.1％、51人以上規模企業で0社 

 

（注）雇用確保措置  

 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第９条第１項に基づき、定年を65歳未満に定めている事業主は、雇用す

る高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、以下のいずれかの措置（高年齢者雇用確保措置）を講じな

ければならない。 

①定年制の廃止 

②定年の引上げ 

③継続雇用制度（再雇用制度・勤務延長制度等※）の導入 

※ 継続雇用制度とは、現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう。なお、平成

24年度の法改正により、平成25年度以降、制度の適用者は原則として「希望者全員」となった。ただし、24年度までに労使協定により継続雇用制

度の対象者を限定する基準を定めていた場合は、その基準を適用できる年齢を令和7年度までに段階的に引き上げているところ（経過措置）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 平成25年４月に制度改正（継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止）があったため、平成24年と25年の数値は単純比

較できない。 

 

 

 

 

（％） 
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継続雇用確保措置のある企業の状況

(2) 雇用確保措置の内訳 （13ページ表３－１） 
雇用確保措置の実施済企業のうち、 

① 「定年制の廃止」により雇用確保措置を講じている企業は69社、3.9％［0.6ポイント増加］、 

② 「定年の引上げ」により雇用確保措置を講じている企業は502社、28.4％［1.3ポイント増

加］、 

③ 「継続雇用制度の導入」により雇用確保措置を講じている企業は1,194社、67.6％［1.9ポ

イント減少］ 

となっており、定年制度（①、②）により雇用確保措置を講じるよりも、継続雇用制度（③）に

より雇用確保措置を講じる企業の比率が高い。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(割合は小数点以下第２位を四捨五入しているため、合計しても必ず１００とはならない場合があります。) 

(3) 継続雇用確保措置のある企業の状況 （13ページ表３－２） 
「継続雇用制度の導入」により雇用確保措置を講じている企業（1,194社）のうち、 

①  希望者全員を対象とする65歳以上の継続雇用制度を導入している企業は944社、

79.1％［1.1ポイント増加］、 

②  高年齢者雇用安定法一部改正法の経過措置に基づく継続雇用制度の対象者を限定

する基準がある継続雇用制度を導入している企業（経過措置適用企業）は250社、

20.9％［1.1ポイント減少］となっている。 
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経過措置に基づく継続雇用制度の対象者を限定する基準の適用状況

２ 60 歳定年到達者の動向 

(1) 60歳定年企業における定年到達者の動向 （14ページ表４－１） 

過去１年間（令和元年６月１日から令和２年５月31日）の60歳定年企業における定年到

達者（3,041人）のうち、継続雇用された者は2,694人（88.6％）（うち子会社・関連会社等で

の継続雇用者は38人）、継続雇用を希望しない定年退職者は345人（11.3％）、継続雇用

を希望したが継続雇用されなかった者は2人（0.1％）となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 経過措置に基づく継続雇用制度の対象者を限定する基準の適用状況 （14ページ表４－２） 

令和元年６月１日から令和２年５月31日までの間に、経過措置に基づく対象者を限定す

る基準がある企業において、基準を適用できる年齢（平成31年４月１日以降は63歳）に到

達した者（501人）のうち、基準に該当し引き続き継続雇用された者は444人（88.6％）、継続

雇用の更新を希望しなかった者は29人（5.8％）、継続雇用を希望したが基準に該当せず

に継続雇用が終了した者は28人（5.6％）となっている。 
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３ 65歳定年企業の状況 （15ページ表５） 

定年を65歳とする企業は441社［24社増加］、報告した全ての企業に占める割合は25.0％

［0.9ポイント増加］となっている。 

企業規模別に見ると、 

①  中小企業では424社［25社増加］、25.6％［0.9ポイント増加］、 

②  大企業では17社［1社減少］、15.0％［0.4ポイント減少］となっている。 
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その他の制度で66歳以上まで雇用

66歳以上働ける制度のある企業の状況

４ 66歳以上働ける制度のある企業の状況 （1６ページ表６） 

(1) 66歳以上働ける制度のある企業の状況 

  66歳以上働ける制度のある企業は、689社［70社増加］、報告した全ての企業に占める

割合は39.0％［3.3ポイント増加］となっている。 

企業規模別に見ると、 

①  中小企業では646社［63社増加］、39.1％［3.0ポイント増加］、 

②  大企業では43社［7社増加］、38.1％［7.3ポイント増加］ 

となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(割合は小数点以下第２位を四捨五入) 

※  66歳以上定年制度と66歳以上の継続雇用制度の両方の制度を持つ企業は、「66歳以上定年」のみに計上している。 

※  「その他の制度で66歳以上まで雇用」とは、希望者全員や基準該当者を66歳以上まで継続雇用する制度は導入していな

いが、企業の実情に応じて何らかの仕組みで66歳以上まで働くことができる制度を導入している場合を指す。 
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70歳以上働ける制度のある企業の状況

(2) 70歳以上働ける制度のある企業の状況 （16ページ表７） 

  70歳以上働ける制度のある企業は、640社［72社増加］、報告した全ての企業に占める

割合は36.2％［3.4ポイント増加］となっている。 
企業規模別に見ると、 

①  中小企業では600社［65社増加］、36.3％［3.2ポイント増加］、 

②  大企業では40社［7社増加］、35.4％［7.2ポイント増加］ 

となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

    
 

    
   

   
（割合は小数点以下第２位を四捨五入) 

※ 70歳以上定年制度と 70歳以上の継続雇用制度の両方の制度を持つ企業は、「70歳以上定年」のみに計上している。 

※ 「その他の制度で 70歳以上まで雇用」とは、希望者全員や基準該当者を 70歳以上まで継続雇用する制度は

導入していないが、企業の実情に応じて何らかの仕組みで 70歳以上まで働くことができる制度を導入している場

合を指す。 
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５ 希望者全員が66歳以上働ける企業の状況 （16ページ表６） 

(1) 希望者全員が66歳以上働ける企業の状況 

希望者全員が66歳以上まで働ける企業は308社［44社増加］、報告した全ての企業に

占める割合は17.4％［2.2ポイント増加］となっている。 

企業規模別に見ると、 

①  中小企業では301社［43社増加］、18.2％［2.2ポイント増加］、 

② 大企業では７社［1社増加］、6.2％［1.1ポイント増加］となっている。 

 

 

 

 

 

   

  

    

 

 

 

  

 

 

 
(割合は小数点以下第２位を四捨五入) 
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(2) 定年制廃止および66歳以上定年企業の状況 （15ページ表５） 

①  定年制を廃止している企業は、69社［11社増加］、報告した全ての企業に占める割合

は3.9％［0.6ポイント増加］となっている。 

企業規模別に見ると、 

ア 中小企業では68社［10社増加］、4.1％［0.5ポイント増加］、 

イ 大企業では１社［1社増加］、0.9％［0.9ポイント増加］ 

となっている。 

②  定年を66～69歳とする企業は、27社［変動なし］、報告した全ての企業に占める割合

は1.5％［0.1ポイント減少］となっている。 

企業規模別に見ると、 

ア 中小企業では26社［変動なし］、1.6％［変動なし］、 

イ 大企業では１社［変動なし］、0.9％［変動なし］ 

となっている。 

③  定年を70歳以上とする企業は、34社［8社増加］、報告した全ての企業に占める割合は

1.9％［0.4ポイント増加］となっている。 

企業規模別に見ると、 

ア 中小企業では33社［8社増加］、2.0％［0.5ポイント増加］、 

イ 大企業では1社［変動なし］、0.9％［変動なし］ 

となっている。 
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3,902 
4,767 

5,973 
7,283 

7,991 
8,677 

9,817 
10,450 

1,211 
1,388 

1,656 

1,874 
2,388 

3,004 

3,961 

4,857 

3,947 3,769 
4,417 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

22年 23年 24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年 令和元年 2年

年齢別常用労働者の推移

60～64歳 65～69歳 70歳以上 65歳以上

(百人)

25,811
23,525

21,513
19,643

17,203
18,449

16,664

35,362 

32,861 
29,647 

（人） 

（人） 

６ 高年齢労働者の状況 （19ページ表９） 

(1) 年齢階級別の常用労働者数について 

31人以上規模企業における常用労働者数（213,277人）のうち、60歳以上の常用労働者

数は35,362人で16.6％を占めている。年齢階級別に見ると、60～64歳が20,055人、65～69

歳が10,450人、70歳以上が4,857人となっている。 

(2) 雇用確保措置の義務化後の高年齢労働者の推移 

51人以上規模企業における60歳以上の常用労働者数は29,823人であり、雇用確保措置

の義務化前(平成17年)と比較すると、21,577人増加している。31人以上規模企業における60

歳以上の常用労働者数は35,362人であり、平成21年と比較すると、20,141人増加している。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※ 31人以上規模企業の状況 

※ 平成22～24年は65歳以上に70歳以上も含まれている。 
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表１　雇用確保措置の実施状況
（社、％）

1,652 (1,615)

99.9% (99.9%)

705 (665)

99.7% (100.0%)

947 (950)

100.0% (99.9%)

113 (117)

100.0% (100.0%)

1 ,765 (1,732)

99.9% (99.9%)

1 ,060 (1,067)

100.0% (99.9%)

※ (　)内は、令和元年６月１日現在の数値。

※ 本集計は原則小数点第２位以下を四捨五入しているが、本票の「51～300人」「301人以上」「51人以上総計」の①については、小数点第２位以下を

切り捨て、②については、小数点第２位以下を切り上げとしている。

表２　規模別・産業別実施状況
（％）

100 .0% (100.0%) 100 .0% (100.0%) 0 .0% (0.0%) 0 .0% (0.0%)

100 .0% (100.0%) - - 0 .0% (0.0%) - -

99 .5% (100.0%) 100 .0% (100.0%) 0 .5% (0.0%) 0 .0% (0.0%)

100 .0% (100.0%) 100 .0% (100.0%) 0 .0% (0.0%) 0 .0% (0.0%)

100 .0% (100.0%) 100 .0% (100.0%) 0 .0% (0.0%) 0 .0% (0.0%)

100 .0% (100.0%) 100 .0% (100.0%) 0 .0% (0.0%) 0 .0% (0.0%)

100 .0% (100.0%) 100 .0% (100.0%) 0 .0% (0.0%) 0 .0% (0.0%)

100 .0% (99.6%) 100 .0% (99.3%) 0 .0% (0.4%) 0 .0% (0.7%)

100 .0% (100.0%) 100 .0% (100.0%) 0 .0% (0.0%) 0 .0% (0.0%)

100 .0% (100.0%) 100 .0% (100.0%) 0 .0% (0.0%) 0 .0% (0.0%)

100 .0% (100.0%) 100 .0% (100.0%) 0 .0% (0.0%) 0 .0% (0.0%)

100 .0% (100.0%) 100 .0% (100.0%) 0 .0% (0.0%) 0 .0% (0.0%)

100 .0% (100.0%) 100 .0% (100.0%) 0 .0% (0.0%) 0 .0% (0.0%)

100 .0% (100.0%) 100 .0% (100.0%) 0 .0% (0.0%) 0 .0% (0.0%)

100 .0% (100.0%) 100 .0% (100.0%) 0 .0% (0.0%) 0 .0% (0.0%)

100 .0% (100.0%) 100 .0% (100.0%) 0 .0% (0.0%) 0 .0% (0.0%)

99 .3% (100.0%) 100 .0% (100.0%) 0 .7% (0.0%) 0 .0% (0.0%)

- - - - - - - -

99 .9% (99.9%) 100 .0% (99.9%) 0 .1% (0.1%) 0 .0% (0.1%)

※ (　)内は、令和元年６月１日現在の数値。

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸、郵便業

卸売業、小売業

金融業、保険業

不動産業、物品賃貸業

産
業
別

31人以上

サービス業（他に分類されないもの）

その他

合　　計

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業

教育、学習支援業

医療、福祉

複合サービス事業

農、林、漁業

鉱業、採石業、砂利採取業

建設業

製造業

(0.0%)

501～1,000人 100.0% (100.0%) 0 .0% (0.0%)

51人以上 31人以上 51人以上

1,001人以上 100.0% (100.0%) 0 .0% (0.0%)

合　　　計 99.9% (99.9%) 0 .1% (0.1%)

①実施済企業割合 ②未実施企業割合

規
模
別

31～50人 99.7% (100.0%) 0 .3% (0.0%)

51～100人 100.0% (99.8%) 0 .0% (0.2%)

101～300人 100.0% (100.0%) 0 .0% (0.0%)

301～500人 100.0% (100.0%) 0 .0%

51人以上
総計

0 (1) 1 ,060 (1,068)

0 .0% (0.1%) 100.0% (100.0%)

31人以上
総計

2 (1) 1 ,767 (1,733)

0 .1% (0.1%) 100.0% (100.0%)

301人以上
0 (0) 113 (117)

0 .0% (0.0%) 100.0% (100.0%)

51～300人
0 (1) 947 (951)

0 .0% (0.1%) 100.0% (100.0%)

31～50人
2 (0) 707 (665)

0 .3% (0.0%) 100.0% (100.0%)

①実施済み ②未実施 合計（①＋②）

31～300人
2 (1) 1 ,654 (1,616)

0 .1% (0.1%) 100.0% (100.0%)
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表３-１　雇用確保措置実施企業における措置内容の内訳
（社、％）

68 (58) 483 (450) 1,101 (1,107) 1,652 (1,615)

4.1% (3.6%) 29.2% (27.9%) 66.6% (68.5%) 100.0% (100.0%)

38 (29) 231 (201) 436 (435) 705 (665)

5.4% (4.4%) 32.8% (30.2%) 61.8% (65.4%) 100.0% (100.0%)

30 (29) 252 (249) 665 (672) 947 (950)

3.2% (3.1%) 26.6% (26.2%) 70.2% (70.7%) 100.0% (100.0%)

1 (0) 19 (20) 93 (97) 113 (117)

0.9% (0.0%) 16.8% (17.1%) 82.3% (82.9%) 100.0% (100.0%)

69 (58) 502 (470) 1,194 (1,204) 1,765 (1,732)

3.9% (3.3%) 28.4% (27.1%) 67.6% (69.5%) 100.0% (100.0%)

31 (29) 271 (269) 758 (769) 1,060 (1,067)

2.9% (2.7%) 25.6% (25.2%) 71.5% (72.1%) 100.0% (100.0%)

※ (　)内は、令和元年６月１日現在の数値。

※ 「合計」は表１の「①実施済み」に対応している。

※ 「②定年の引上げ」は65歳以上の定年の定めを設けている企業、「③継続雇用制度の導入」は定年年齢は65歳未満だが継続

雇用制度の年齢を65歳以上としている企業を、それぞれ計上している。

表３－２　継続雇用制度の内訳
（社、％）

887 (886) 214 (221) 1,101 (1,107)

80.6% (80.0%) 19.4% (20.0%) 100.0% (100.0%)

382 (375) 54 (60) 436 (435)

87.6% (86.2%) 12.4% (13.8%) 100.0% (100.0%)

505 (511) 160 (161) 665 (672)

75.9% (76.0%) 24.1% (24.0%) 100.0% (100.0%)

57 (53) 36 (44) 93 (97)

61.3% (54.6%) 38.7% (45.4%) 100.0% (100.0%)

944 (939) 250 (265) 1,194 (1,204)

79.1% (78.0%) 20.9% (22.0%) 100.0% (100.0%)

562 (564) 196 (205) 758 (769)

74.1% (73.3%) 25.9% (26.7%) 100.0% (100.0%)

※ (　)内は、令和元年６月１日現在の数値。

※ 「合計」は表３－１の「③継続雇用制度の導入」に対応している。

表３－３　継続雇用先の内訳

51人以上総計

301人以上

31人以上総計

51人以上総計

31～300人

31～50人

51～300人

301人以上

31人以上総計

合計（①＋②＋③）

31～300人

31～50人

①定年制の廃止

合計（①＋②）

①
希望者全員65歳以上の

継続雇用制度

②

基準該当者65歳以上

の継続雇用制度

（経過措置適用企業）

51～300人

②定年の引上げ ③継続雇用制度の導入

（割合は小数点以下第２位を四捨五入しているため、合計しても必ず１００とならない場合があります。）

（社、％）

1,071 (1,082) 21 (13) 6 (4) 3 (7) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 30 (25) 1,101 (1,107)

97.3% (97.7%) 1.9% (1.2%) 0.5% (0.4%) 0.3% (0.6%) 0.0% (0.1%) 0.0% (0.0%) 0.0% (0.0%) 2.7% (2.3%) 100.0% (100.0%)

428 (430) 7 (2) 1 (1) 0 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 8 (5) 436 (435)

98.2% (98.9%) 1.6% (0.5%) 0.2% (0.2%) 0.0% (0.5%) 0.0% (0.0%) 0.0% (0.0%) 0.0% (0.0%) 1.8% (1.1%) 100.0% (100.0%)

643 (652) 14 (11) 5 (3) 3 (5) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 22 (20) 665 (672)

96.7% (97.0%) 2.1% (1.6%) 0.8% (0.4%) 0.5% (0.7%) 0.0% (0.1%) 0.0% (0.0%) 0.0% (0.0%) 3.3% (3.0%) 100.0% (100.0%)

85 (90) 6 (7) 1 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 8 (7) 93 (97)

91.4% (92.8%) 6.5% (7.2%) 1.1% (0.0%) 1.1% (0.0%) 0.0% (0.0%) 0.0% (0.0%) 0.0% (0.0%) 8.6% (7.2%) 100.0% (100.0%)

1,156 (1,172) 27 (20) 7 (4) 4 (7) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 38 (32) 1,194 (1,204)

96.8% (97.3%) 2.3% (1.7%) 0.6% (0.3%) 0.3% (0.6%) 0.0% (0.1%) 0.0% (0.0%) 0.0% (0.0%) 3.2% (2.7%) 100.0% (100.0%)

728 (742) 20 (18) 6 (3) 4 (5) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 30 (27) 758 (769)

96.0% (96.5%) 2.6% (2.3%) 0.8% (0.4%) 0.5% (0.7%) 0.0% (0.1%) 0.0% (0.0%) 0.0% (0.0%) 4.0% (3.5%) 100.0% (100.0%)

※ (　)内は、令和元年６月１日現在の数値。

※ 「合計」は表３－１の「③継続雇用制度の導入」に対応している。

合計
(①～⑦)

自社以外の継続雇用先がある企業

②
自社、親会
社・子会社

⑦
関連会社等

31～300人

①
自社のみ

小計
(②～⑦)

⑤
親会社・子

会社

③
自社、関連

会社等

④
自社、親会

社・子会社、
関連会社等

⑥
親会社・子
会社、関連

会社等

51人以上
総計

31～50人

51～300人

301人以上

31人以上
総計

（割合は小数点以下第２位を四捨五入しているため、合計しても必ず１００とならない場合があります。）
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表
４

－
１

　
6
0
歳

定
年

企
業

に
お

け
る

定
年

到
達

者
等

の
状

況

※
過

去
１

年
間

（令
和

元
年

６
月

１
日

か
ら

令
和

２
年

５
月

31
日

）に
60

歳
定

年
企

業
に

お
い

て
定

年
年

齢
に

到
達

し
た

者
に

つ
い

て
集

計
し

て
い

る
。

※
(　

)内
は

、
令

和
元

年
６

月
１

日
現

在
の

数
値

。
※

「継
続

雇
用

の
終

了
に

よ
る

離
職

者
数

」は
継

続
雇

用
制

度
に

お
け

る
上

限
年

齢
に

到
達

し
た

こ
と

に
よ

る
離

職
者

の
数

。

表
４

－
２

　
経

過
措

置
に

基
づ

く
継

続
雇

用
制

度
の

対
象

者
を

限
定

す
る

基
準

の
適

用
状

況

※
令

和
元

年
６

月
１

日
か

ら
令

和
２

年
５

月
31

日
に

経
過

措
置

適
用

企
業

(6
0歳

、
61

歳
、

62
歳

、
63

歳
定

年
企

業
)に

お
い

て
基

準
適

用
年

齢
に

到
達

し
た

者
に

つ
い

て
集

計
し

て
い

る
。

※
(　

)内
は

、
令

和
元

年
６

月
１

日
現

在
の

数
値

。

3.
0%

5.
6%

1.
0%

（9
2.

9%
）

（9
4.

4%
）

（5
.7

%）

（5
.6

%）
228

（0
.0

%）

企
業

数
（社

）
定

年
到

達
者

総
数

（人
）

60
歳

定
年

企
業

で
定

年
到

達
者

が
い

る
企

業
等

79
0

3,
04

1
2,

69
4

88
.6

%
（8

7.
9%

）
1.

2%

1.
6%

9.
4%

11
.3

%
38

95
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%
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続
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用

の
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了

に
よ

る

離
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数
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人

）
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数
う

ち
子

会
社

等
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関

連
会

社
等

で
の

継
続

雇
用
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数

定
年

退
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（
継

続
雇

用
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希
望

し
な

い
者
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退
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継

続
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用
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希
望

し
た

が
継

続
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用
さ

れ
な

か
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た
者

）
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0
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8
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6
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5

（1
1.

8%
）
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）

0.
1%

0
（1

.1
%）

（1
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企
業

数
（社

）
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1
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表５　定年制の廃止および65歳以上定年企業の状況
（社、％）

68 (58) 424 (399) 26 (26) 33 (25) 551 (508) 1,654 (1,616)

4.1% (3.6%) 25.6% (24.7%) 1.6% (1.6%) 2.0% (1.5%) 33.3% (31.4%) 100.0% (100.0%)

38 (29) 200 (174) 12 (13) 19 (14) 269 (230) 707 (665)

5.4% (4.4%) 28.3% (26.2%) 1.7% (2.0%) 2.7% (2.1%) 38.0% (34.6%) 100.0% (100.0%)

30 (29) 224 (225) 14 (13) 14 (11) 282 (278) 947 (951)

3.2% (3.0%) 23.7% (23.7%) 1.5% (1.4%) 1.5% (1.2%) 29.8% (29.2%) 100.0% (100.0%)

1 (0) 17 (18) 1 (1) 1 (1) 20 (20) 113 (117)

0.9% (0.0%) 15.0% (15.4%) 0.9% (0.9%) 0.9% (0.9%) 17.7% (17.1%) 100.0% (100.0%)

69 (58) 441 (417) 27 (27) 34 (26) 571 (528) 1,767 (1,733)

3.9% (3.3%) 25.0% (24.1%) 1.5% (1.6%) 1.9% (1.5%) 32.3% (30.5%) 100.0% (100.0%)

31 (29) 241 (243) 15 (14) 15 (12) 302 (298) 1,060 (1,068)

2.9% (2.7%) 22.7% (22.8%) 1.4% (1.3%) 1.4% (1.1%) 28.5% (27.9%) 100.0% (100.0%)

※ (　)内は、令和元年６月１日現在の数値。

※ ②「65歳以上定年」は表３－１の「②定年の引き上げ」に対応している。

※ 「報告した全ての企業」は表１の「合計」に対応している。

31人以上
総計

51人以上
総計

合計
（①＋②）

②65歳以上定年

65歳 66～69歳 70歳以上

①
定年制の廃止

報告した全ての企業

31～300人

31～50人

51～300人

301人以上

（割合は小数点以下第２位を四捨五入）
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表６　66歳以上働ける制度のある企業の状況
（社、％）

68 (58) 59 (51) 174 (149) 198 (173) 147 (152) 301 (258) 499 (431) 646 (583) 1,654 (1,616)

4.1% (3.6%) 3.6% (3.2%) 10.5% (9.2%) 12.0% (10.7%) 8.9% (9.4%) 18.2% (16.0%) 30.2% (26.7%) 39.1% (36.1%) 100.0% (100.0%)

38 (29) 31 (27) 86 (63) 84 (70) 57 (60) 155 (119) 239 (189) 296 (249) 707 (665)

5.4% (4.4%) 4.4% (4.1%) 12.2% (9.5%) 11.9% (10.5%) 8.1% (9.0%) 21.9% (17.9%) 33.8% (28.4%) 41.9% (37.4%) 100.0% (100.0%)

30 (29) 28 (24) 88 (86) 114 (103) 90 (92) 146 (139) 260 (242) 350 (334) 947 (951)

3.2% (3.0%) 3.0% (2.5%) 9.3% (9.0%) 12.0% (10.8%) 9.5% (9.7%) 15.4% (14.6%) 27.5% (25.4%) 37.0% (35.1%) 100.0% (100.0%)

1 (0) 2 (2) 4 (4) 16 (13) 20 (17) 7 (6) 23 (19) 43 (36) 113 (117)

0.9% (0.0%) 1.8% (1.7%) 3.5% (3.4%) 14.2% (11.1%) 17.7% (14.5%) 6.2% (5.1%) 20.4% (16.2%) 38.1% (30.8%) 100.0% (100.0%)

69 (58) 61 (53) 178 (153) 214 (186) 167 (169) 308 (264) 522 (450) 689 (619) 1,767 (1,733)

3.9% (3.3%) 3.5% (3.1%) 10.1% (8.8%) 12.1% (10.7%) 9.5% (9.8%) 17.4% (15.2%) 29.5% (26.0%) 39.0% (35.7%) 100.0% (100.0%)

31 (29) 30 (26) 92 (90) 130 (116) 110 (109) 153 (145) 283 (261) 393 (370) 1,060 (1,068)

2.9% (2.7%) 2.8% (2.4%) 8.7% (8.4%) 12.3% (10.9%) 10.4% (10.2%) 14.4% (13.6%) 26.7% (24.4%) 37.1% (34.6%) 100.0% (100.0%)

※ (　)内は、令和元年６月１日現在の数値。

※

※

※

表７　70歳以上働ける制度のある企業の状況
（社、％）

68 (58) 33 (25) 170 (143) 186 (161) 143 (148) 271 (226) 457 (387) 600 (535) 1,654 (1,616)

4.1% (3.6%) 2.0% (1.5%) 10.3% (8.8%) 11.2% (10.0%) 8.6% (9.2%) 16.4% (14.0%) 27.6% (23.9%) 36.3% (33.1%) 100.0% (100.0%)

38 (29) 19 (14) 83 (58) 79 (64) 56 (59) 140 (101) 219 (165) 275 (224) 707 (665)

5.4% (4.4%) 2.7% (2.1%) 11.7% (8.7%) 11.2% (9.6%) 7.9% (8.9%) 19.8% (15.2%) 31.0% (24.8%) 38.9% (33.7%) 100.0% (100.0%)

30 (29) 14 (11) 87 (85) 107 (97) 87 (89) 131 (125) 238 (222) 325 (311) 947 (951)

3.2% (3.0%) 1.5% (1.2%) 9.2% (8.9%) 11.3% (10.2%) 9.2% (9.4%) 13.8% (13.1%) 25.1% (23.3%) 34.3% (32.7%) 100.0% (100.0%)

1 (0) 1 (1) 4 (3) 15 (13) 19 (16) 6 (4) 21 (17) 40 (33) 113 (117)

0.9% (0.0%) 0.9% (0.9%) 3.5% (2.6%) 13.3% (11.1%) 16.8% (13.7%) 5.3% (3.4%) 18.6% (14.5%) 35.4% (28.2%) 100.0% (100.0%)

69 (58) 34 (26) 174 (146) 201 (174) 162 (164) 277 (230) 478 (404) 640 (568) 1,767 (1,733)

3.9% (3.3%) 1.9% (1.5%) 9.8% (8.4%) 11.4% (10.0%) 9.2% (9.5%) 15.7% (13.3%) 27.1% (23.3%) 36.2% (32.8%) 100.0% (100.0%)

31 (29) 15 (12) 91 (88) 122 (110) 106 (105) 137 (129) 259 (239) 365 (344) 1,060 (1,068)

2.9% (2.7%) 1.4% (1.1%) 8.6% (8.2%) 11.5% (10.3%) 10.0% (9.8%) 12.9% (12.1%) 24.4% (22.4%) 34.4% (32.2%) 100.0% (100.0%)

※ (　)内は、令和元年６月１日現在の数値。

※

※ 「⑤その他の制度で70歳以上まで雇用」とは、希望者全員や基準該当者を70歳以上まで継続雇用する制度は導入していないが、企業の実情に応じて何らかの仕組

みで70歳以上まで働くことができる制度を導入している場合を指す。

※ 「報告した全ての企業」は表１の「合計」に対応している。

31～50人

51～300人

31人以上
総計

51人以上
総計

70歳以上定年制度と70歳以上の継続雇用制度の両方の制度を持つ企業は、「②70歳以上定年」のみに計上している。

51～300人

51人以上
総計

66歳以上定年制度と66歳以上の継続雇用制度の両方の制度を持つ企業は、「②66歳以上定年」のみに計上している。

301人以上

みで66歳以上まで働くことができる制度を導入している場合を指す。

「報告した全ての企業」は表１の「合計」に対応している。

①
定年制の廃止

②
70歳以上

定年

③

希望者全員70歳

以上

④

基準該当者70歳

以上

⑤
その他の制度で

70歳以上まで雇
用

合計①
（①～③）

合計②
（①～④）

31～50人

①
定年制の廃止

②
66歳以上

定年

③
希望者全員

66歳以上

合計①
（①～③）

合計②
（①～④）

合計③
（①～⑤）

報告した全ての企業

31～300人

④
基準該当者

66歳以上

⑤

その他の制度で
66歳以上

まで雇用

301人以上

31人以上
総計

報告した全ての企業

31～300人

「⑤その他の制度で66歳以上まで雇用」とは、希望者全員や基準該当者を66歳以上まで継続雇用する制度は導入していないが、企業の実情に応じて何らかの仕組

合計③
（①～⑤）

（割合は小数点以下第２位を四捨五入）

（割合は小数点以下第２位を四捨五入）
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（参考）希望者全員が65歳以上まで働ける企業の状況
（社、％）

68 (58) 483 (450) 887 (886) 1,438 (1,394) 1,654 (1,616)

4.1% (3.6%) 29.2% (27.8%) 53.6% (54.8%) 86.9% (86.3%) 100.0% (100.0%)

38 (29) 231 (201) 382 (375) 651 (605) 707 (665)

5.4% (4.4%) 32.7% (30.2%) 54.0% (56.4%) 92.1% (91.0%) 100.0% (100.0%)

30 (29) 252 (249) 505 (511) 787 (789) 947 (951)

3.2% (3.0%) 26.6% (26.2%) 53.3% (53.7%) 83.1% (83.0%) 100.0% (100.0%)

1 (0) 19 (20) 57 (53) 77 (73) 113 (117)

0.9% (0.0%) 16.8% (17.1%) 50.4% (45.3%) 68.1% (62.4%) 100.0% (100.0%)

69 (58) 502 (470) 944 (939) 1,515 (1,467) 1,767 (1,733)

3.9% (3.3%) 28.4% (27.1%) 53.4% (54.2%) 85.7% (84.7%) 100.0% (100.0%)

31 (29) 271 (269) 562 (564) 864 (862) 1,060 (1,068)

2.9% (2.7%) 25.6% (25.2%) 53.0% (52.8%) 81.5% (80.7%) 100.0% (100.0%)

※ (　)内は、令和元年６月１日現在の数値。

※ 「希望者全員が65歳以上まで働ける企業」は「定年制の廃止」、「65歳以上定年」及び「希望者全員65歳以上の

継続雇用制度」の合計である。

※ 「報告した全ての企業」は表１の「合計」に対応している。

51人以上
総計

合計
（①＋②＋③）

報告した全ての企業①
定年制の廃止

②
65歳以上定年

③
希望者全員65歳以上

の継続雇用制度

31～300人

31～50人

51～300人

301人以上

31人以上
総計

（割合は小数点以下第２位を四捨五入しているため、合計しても必ず１００とならない場合があります。）
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表８　都道府県別の状況
（％）

北海道 99.9% （99.8%） 34.4% （31.3%） 32.7% （29.5%）

青森 99.9% （99.9%） 39.0% （35.7%） 36.2% （32.8%）

岩手 99.8% （99.7%） 39.2% （35.9%） 37.1% （34.0%）

宮城 99.9% （99.9%） 36.5% （33.2%） 33.8% （30.4%）

秋田 99.9% （99.9%） 48.1% （45.5%） 45.9% （43.7%）

山形 99.9% （99.9%） 33.8% （29.8%） 31.5% （27.9%）

福島 99.8% （99.7%） 36.6% （32.0%） 33.7% （29.3%）

茨城 100.0% （100.0%） 34.0% （31.4%） 32.0% （29.5%）

栃木 100.0% （100.0%） 35.5% （31.1%） 33.5% （29.2%）

群馬 100.0% （99.9%） 33.5% （30.2%） 31.7% （28.6%）

埼玉 99.9% （99.5%） 37.6% （34.3%） 35.7% （32.5%）

千葉 99.9% （99.9%） 39.6% （38.4%） 37.8% （36.6%）

東京 99.9% （99.8%） 25.7% （23.7%） 24.3% （22.3%）

神奈川 99.9% （99.9%） 31.5% （28.6%） 29.7% （26.9%）

新潟 100.0% （99.9%） 36.7% （33.8%） 34.9% （32.0%）

富山 100.0% （100.0%） 39.5% （37.4%） 37.2% （35.2%）

石川 100.0% （99.8%） 31.3% （28.4%） 29.1% （26.7%）

福井 100.0% （99.8%） 33.4% （30.5%） 31.1% （28.0%）

山梨 100.0% （100.0%） 33.5% （30.0%） 32.1% （28.7%）

長野 100.0% （99.9%） 37.8% （34.3%） 36.0% （32.3%）

岐阜 100.0% （99.9%） 41.0% （38.0%） 38.8% （35.8%）

静岡 99.8% （99.8%） 36.2% （33.4%） 33.8% （31.3%）

愛知 100.0% （99.9%） 35.8% （33.3%） 33.5% （31.3%）

三重 100.0% （100.0%） 38.6% （35.2%） 36.6% （33.2%）

滋賀 99.7% （99.7%） 34.6% （31.7%） 32.6% （29.4%）

京都 99.9% （99.9%） 31.0% （28.6%） 29.4% （27.2%）

大阪 99.9% （99.8%） 28.9% （27.4%） 27.1% （25.6%）

兵庫 99.9% （99.9%） 30.1% （27.6%） 27.9% （25.5%）

奈良 99.6% （99.5%） 40.4% （38.0%） 37.6% （35.2%）

和歌山 100.0% （100.0%） 35.2% （32.7%） 32.8% （30.3%）

鳥取 100.0% （100.0%） 33.8% （30.6%） 30.4% （27.3%）

島根 99.9% （100.0%） 42.5% （39.7%） 40.1% （37.3%）

岡山 99.9% （99.8%） 36.3% （32.7%） 33.7% （30.5%）

広島 99.8% （99.5%） 34.9% （32.0%） 32.9% （30.0%）

山口 100.0% （99.9%） 40.3% （37.1%） 38.5% （35.2%）

徳島 100.0% （100.0%） 36.5% （34.5%） 33.7% （32.1%）

香川 100.0% （100.0%） 37.5% （34.9%） 34.9% （32.5%）

愛媛 99.7% （99.7%） 36.2% （33.4%） 34.8% （32.4%）

高知 100.0% （100.0%） 30.8% （28.7%） 29.4% （27.4%）

福岡 100.0% （100.0%） 35.6% （32.2%） 33.9% （30.6%）

佐賀 99.7% （99.8%） 33.4% （30.8%） 30.1% （28.0%）

長崎 99.7% （99.1%） 34.8% （31.8%） 33.6% （30.8%）

熊本 99.8% （99.8%） 34.8% （31.0%） 32.3% （28.9%）

大分 100.0% （100.0%） 43.4% （40.1%） 40.9% （37.5%）

宮崎 99.9% （99.9%） 41.2% （37.5%） 38.6% （35.2%）

鹿児島 99.9% （99.5%） 37.0% （33.9%） 34.6% （31.5%）

沖縄 99.7% （99.4%） 28.0% （25.6%） 26.9% （24.6%）

全国計 99.9% （99.8%） 33.4% （30.8%） 31.5% （28.9%）
※31人以上規模企業の状況

※(　)内は、令和元年６月１日現在の数値。

※本集計は原則小数点第２位以下を四捨五入しているが、本票の「雇用確保措置導入企業割合」については、

   小数点第２位以下を四捨五入することで100％となる場合は、小数点第２位以下を切り捨てとしている。

雇用確保措置導入企業割合
66歳以上働ける制度のある

企業割合
70歳以上働ける制度のある

企業割合
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表
９

　
年
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歳
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2
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7
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上

）

5 1 人 以 上

規 模 企 業
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成

1
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年
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